第３期秦野市空家等対策計画案のご意見・ご提案の募集

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「第３期秦野市空家等対策計画案」を作成しましたので、市民の皆様から、この案に対するご意見・ご提案を募集します。

１　募集期間　　令和７年１１月１９日（水）～令和７年１２月１８日（木）
２　提出できる方
(1)　市内に住所を有する方
(2)　市内に事務所、事業所等を有する方又は法人その他の団体
(3)　市内の事務所、事業所等に勤務する方
(4)　本市に対して納税義務のある方
(5)　市内の学校に在学する方
３　提出方法
　裏面のご意見・ご提案提出用紙（市ホームページからダウンロードできます。）又は任意の様式で提出してください。
氏名、住所、連絡先及びご意見等を記入し、郵送、ファクス、Ｅメールで送付又は持参してください。
[image: ]なお、電話や来庁による口頭での意見はお受けできません。
４　提出先
(1)　住　所　　　〒２５７－８５０１　秦野市桜町１－３－２
[bookmark: _GoBack]　　　　　交通住宅課（西庁舎２階）
(2)　ＦＡＸ　　　０４６３－８２－７４１０
 (3)　Ｅメール　　koutsu@city.hadano.kanagawa.jp電子申請用二次元コード

５　その他
お寄せいただいたご意見等に対する市の考え方や案への反映内容等については、後日、市ホームページで公表します。なお、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、保護・管理し、提出されたご意見等の内容を確認する場合に利用します。ご意見等の概要を公表するときは、個人情報は公開いたしません。
６　問い合わせ
　　交通住宅課
　電話　０４６３－８２－９６４２


ご意見・ご提案提出用紙



第３期秦野市空家等対策計画案




	氏名/事業所名/団体名 (フリガナ)
	

	住 所 / 所 在 地
	

	連絡先（電話番号/Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）
	


■ご意見内容


	


【提出先】〒２５７－８５０１　秦野市桜町一丁目３番２号　交通住宅課（西庁舎２階）
ＦＡＸ　８２－７４１０　　Ｅメール　koutsu@city.hadano.kanagawa.jp



締め切り：令和７年１２月１８日（木）当日必着

・お寄せいただいた意見に対する直接の回答はいたしませんので、ご了承ください。

・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。

　また、個人情報は秦野市個人情報保護条例に基づき、厳重に保護・管理します。

・意見などの概要を公表するときは、個人情報は公開いたしません。
秦野市では、中・長期的な行政計画を策定するときに、すべての市民が意見を述べる機会を設け、市民に対する説明責任を果たし、市民と行政との協働による開かれた市政の推進を図ることを目的に行っています。
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